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児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て 

請
求
を
お
忘
れ
な
く
！ 

 

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
が
離
婚
す
る
な
ど
し
て
、
父
ま

た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
子
ど
も
が
育
成
さ

れ
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
し
、子
ど

も
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。 

 
 

手
当
の
対
象
と
な
る
児
童
は
、日
本
国
内
に
住
所
を
有
す

る
１８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
年
度
末
ま
で
に
あ
る

者
ま
た
は
２０
歳
未
満
で
障
害
の
あ
る
児
童
で
、
次
の
受
給

資
格
に
該
当
す
る
者
で
す
。 

た
だ
し
、請
求
を
し
な
い
ま
ま
手
当
を
受
け
る
資
格
が
で

き
て
か
ら
５
年
が
経
過
す
る
と
受
給
資
格
を
喪
失
し
ま
す
。 

【
受
給
資
格
】 

 

①
父
母
が
離
婚 

 

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡 

 

③
父
ま
た
は
母
に
政
令
で
定
め
る
障
害
を
有
す
る 

 

④
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明 

⑤
父
ま
た
は
母
に
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る 

⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁 

 

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎 

 

⑧
母
ま
た
は
父
が
裁
判
所
よ
り
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た 

ほ
か 

 

【
手
当
を
受
け
る
手
続
き
に
つ
い
て
】 

 

役
場
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
県
知
事
の
認 

定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。 

【
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
】 

手
当
は
県
知
事
の
認
定
を
受
け
る
と
、
認
定
請
求
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。 

  

【
児
童
扶
養
手
当
額
に
つ
い
て
】 

・
支
給
額
（
月
額
）
は
、 

全
部
支
給
の
場
合
→
４
２
，
５
０
０
円 

一
部
支
給
の
場
合
→
所
得
に
応
じ
て
４
２
，
４
９
０
円 

か
ら
１
０
，
０
３
０
円
ま
で
の
１０
円
刻
み
の
額
と
な
り
ま
す
。 

・
第
２
子
の
月
額
加
算
→
１
０
，
０
４
０
円 

・
第
３
子
以
降
の
月
額
加
算
→
６
，
０
２
０
円 

（
加
算
額
に
つ
い
て
も
年
収
に
応
じ
た
支
給
額
の
逓
減
あ
り
。

第
２
子
５
，
０
２
０
円
～
１
０
，
０
３
０
円
、
第
２
子
以
降

３
，
０
１
０
円
～
６
，
０
１
０
円
） 

【
す
で
に
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ
】 

 

毎
年
、
８
月
以
降
の
受
給
資
格
審
査
決
定
の
為
、
８
月
１

日
～
８
月
３１
日
ま
で
の
間
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課 

電
話 

７６
―
２
１
１
３ 

   

高
知
県
中
小
企
業
耐
震
診
断
等
支
援
事
業
費

補
助
金
の
ご
案
内
に
つ
い
て 

 
 

高
知
県
で
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
と
し
て
、
従
業
員

の
命
を
守
る
と
と
も
に
地
震
発
生
後
の
早
期
復
旧
に
つ
な
げ

る
た
め
、
県
内
中
小
企
業
者
が
行
う
耐
震
診
断
や
耐
震
設
計

な
ど
に
要
す
る
費
用
を
一
部
助
成
す
る
補
助
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
の
で
、
町
内
の
中
小
企
業
の
皆
さ
ま
、
ご
活
用
く
だ

さ
い
。 

【
対
象
者
】 

県
内
で
製
造
業
を
営
む
中
小
企
業
者
で
あ
り
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を

策
定
し
て
い
る
者 

【
対
象
事
業
】 

耐
震
診
断
・
耐
震
設
計
（
建
替
設
計
を
含
む
） 

【
対
象
建
築
物
】 

事
務
所
・
工
場
等
で
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
建
築
物
で
あ
る
こ
と 

【
補
助
率
／
補
助
限
度
額
】 

耐
震
診
断
・
２
／
３
以
内
／
１
３
３
．
３
万
円 

耐
震
設
計
・
２
／
３
以
内
／
２
０
０
万
円 

【
補
助
要
件
】 

耐
震
診
断
お
よ
び
耐
震
設
計
の
内
容
に
関
し
、
四
国
耐
震

診
断
評
定
委
員
会
等
の
評
定
を
受
け
、
適
切
と
評
価
を
受
け

る
こ
と
等 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
事
業
推
進
担
当 

 

電
話 

０
８
８
―
８
２
３
―
９
６
９
２ 

     

４
月
分
～
７
月
分 

１２
月
分
～
３
月
分 

８
月
分
～
１１
月
分 

対
象
月 

 

８
月 

 

４
月 

 

１２
月 

支
払
月 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 
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８
月
１
日
か
ら
８
月
３１
日
ま
で 

「
食
品
衛
生
月
間
」
で
す 

   

高
知
県
で
は
、
食
中
毒
事
故
の
防
止
と
衛
生
管
理
の
向
上
を

図
る
た
め
、
細
菌
性
食
中
毒
が
多
発
す
る
８
月
１
日
か
ら
８

月
31
日
の
１
ヶ
月
間
を
「
食
品
衛
生
月
間
」
と
し
て
い
ま
す
。 

【
食
中
毒
予
防
の
三
原
則
】 

・
細
菌
を
つ
け
な
い 

・
細
菌
を
増
や
さ
な
い 

・
細
菌
を
や
っ
つ
け
る 

【
家
庭
で
で
き
る
食
中
毒
予
防
】 

・
新
鮮
な
も
の
を
購
入
し
、
適
し
た
方
法
で
保
存
し
ま
し
ょ

う
。 

・
肉
や
魚
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
、
他
の
食
材
に
汁
な
ど
が

か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

・
冷
蔵
庫
や
冷
凍
庫
に
は
、
食
材
を
詰
め
過
ぎ
な
い
。 

・
料
理
を
す
る
時
は
、
必
ず
、
手
洗
い
を
し
ま
し
ょ
う
。 

・
調
理
道
具
を
使
っ
た
後
は
、
す
ぐ
に
洗
剤
と
流
水
で
よ
く

洗
い
ま
し
ょ
う
。
熱
湯
殺
菌
を
す
る
こ
と
で
、
消
毒
効
果
が

あ
り
ま
す
。 

・
食
品
は
、
充
分
に
加
熱
し
ま
し
ょ
う
。 

・
冷
凍
と
解
凍
を
繰
り
返
さ
な
い
。 

※
食
中
毒
予
防
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
夏

場
は
、
特
に
高
温
多
湿
な
状
況
が
続
き
、
食
中
毒
が
発
生
し

や
す
い
時
期
で
す
。
で
き
る
こ
と
か
ら
、
食
中
毒
予
防
を
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

保
健
セ
ン
タ
ー 

電
話 

７０
―
１
０
６
０ 

    

  

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

 

行
政
相
談
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕
事 

に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受

け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
委
員
の
自
宅
で
受
け
付
け
る
ほ
か
、
毎
月
第
３ 

木
曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
行
政
相
談
所
で

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【
日 

時
】
８
月
１６
日
（
木
）
午
前
１０
時
～
正
午 

【
場 

所
】
役
場
一
階 

町
民
相
談
室 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

行
政
相
談
員 

曽
我
部 

巧 

自
宅
／
本
山
町
本
山
３
１
３
番
地
８ 

 

電
話 

７６
―
２
６
８
７ 

 
毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所 

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

 高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
日
頃
よ
り
心
配
事
や
悩
み
事
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
こ
の
機
会
に
民
事
・
家
事
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 な

お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
相
談
日
】
８
月
１７
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
３
時
３０
分
ま
で 

（
相
談
時
間
は
、
１
組
あ
た
り
３０
分
） 

【
相
談
場
所
】
役
場
一
階 

町
民
相
談
室 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】 

 

総
務
課 

電
話 

７６
―
２
２
２
３ 

  

「
貧
困
・
格
差
社
会
・
非
正
規
雇
用
を 

な
く
す
た
め
あ
な
た
の
悩
み
・
生
活
の
悩
み
を

ご
相
談
し
て
く
だ
さ
い
」 

 

貧
困
・
多
重
債
務
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
・
万
引
き
・
窃
盗 

症
・
労
働
問
題
な
ど
の
悩
み
に
よ
る
自
殺
者
を
出
さ
な
い
為 

に
、
悩
み
を
解
消
し
て
『
生
活
再
建
』
を
支
援
す
る
為
の
相 

談
会
で
す
。
弁
護
士
・
司
法
書
士
・
労
働
問
題
専
門
相
談
員 

が
対
応
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

一
人
で
悩
ま
な
い
で
、
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【
開
催
日
時
】
９
月
１５
日
（
土
）・
１６
日
（
日
） 

 
 

 
 

 
 

午
前
１０
時
～
午
後
３
時 

【
場 

 

所
】
本
山
町
プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー 

２
階
研
修
室 

【
相
談
受
付
電
話
】
０
１
２
０
―
５
６
５
―
２
７
５ 

 
 

 
 

 
 

 
 

０
８
０
―
１
９
９
５
―
９
０
３
０ 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
う
ろ
こ
の
会 

０
８
８
―
８
２
２
―
２
５
３
９ 

       


